
○後期高齢者の単身世帯（収入が年金のみの場合）

軽減判定
所得

軽減割合 軽減後 年額 月額相当

120万円 0円 0円 0円 ７割 13,320円 13,300円 1,100円

160万円 70,000円 6,160円 350,000円 ７割 13,320円 19,400円 1,610円

180万円 270,000円 23,760円 550,000円 ５割 22,200円 45,900円 3,820円

200万円 470,000円 41,360円 750,000円 ２割 35,520円 76,800円 6,400円

220万円 670,000円 58,960円 950,000円 ２割 35,520円 94,400円 7,860円

240万円 870,000円 76,560円 1,150,000円 ― 44,400円 120,900円 10,070円

※１００円未満切り捨て

○後期高齢者の夫婦二人世帯（世帯主である夫の収入が年金のみで、妻に収入がない場合）

軽減割合 軽減後 軽減割合 軽減後 年額 月額相当

120万円 0円 ７割 13,320円 13,300円 0円 0円 ７割 13,320円 13,300円 26,600円 2,210円

160万円 6,160円 ７割 13,320円 19,400円 0円 0円 ７割 13,320円 13,300円 32,700円 2,720円

180万円 23,760円 ５割 22,200円 45,900円 0円 0円 ５割 22,200円 22,200円 68,100円 5,670円

200万円 41,360円 ５割 22,200円 63,500円 0円 0円 ５割 22,200円 22,200円 85,700円 7,140円

220万円 58,960円 ５割 22,200円 81,100円 0円 0円 ５割 22,200円 22,200円 103,300円 8,600円

240万円 76,560円 ２割 35,520円 112,000円 0円 0円 ２割 35,520円 35,500円 147,500円 12,290円

※１００円未満切り捨て ※１００円未満切り捨て

※上記早見表は、令和４年度の保険料について、昭和３２年１月１日以前に生まれた被保険者を対象としたものであり、昭和３２年１月２日以降に生まれた新規の被保険者については、年金の控除額が異なるため上記の金額と異なります。
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